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エネルギー問題とバイオマス 

 

世界，特に中東地域の不安定化と，アジア等における工業化の進展に伴うエネルギー需要の拡大や，

投機筋の資金流入等の複合的な理由により原油価格の上昇が生じています．日本では，１９７０年台

前半の一次エネルギーに占める原油比率は８０％弱と大きく，｢石油ショック｣と呼ばれる原油価格の

上昇をきっかけに過剰反応を起こすことがありました．その反省を踏まえ石油備蓄や依存度抑制策が

取られ取り組みにより，現在では一次エネルギーに占める原油比率は５０％前後に低下しています．

この原油比率を低下させた代替エネルギー源は天然ガスと原子力で，ほぼ半分づつを賄いました．ま

た，今回の原油価格上昇においては，為替が円高傾向となっていることも幸いし，これまでのところ

日本国内での混乱は表だってはいません． 

 

「石油製品」のみならず，現在では，身の回りに｢物｣や「サービス」が溢れており，対価を支払え

ばこれらを簡単に入手できる生活が当たり前となっています．この結果，生存のために不可欠な要素

とも言える｢食料｣や｢エネルギー｣でさえ，簡単に手に入るものと考えがちになっているように思えて

なりません．しかし，地球規模で見ると既に「食料」や「エネルギー」供給能力は生産や資源の面か

ら｢厳しい状況｣に近づいているように見えます．これらの問題を悲観的に考えても何の解決にもなり

ません．今回のテーマは，｢エネルギー｣問題の全体像をイメージした上で，｢バイオマスエネルギー｣

の将来を考えてみようと言う試みです．｢バイオマスエネルギー｣のみでエネルギー問題が解決できる

訳ではありませんが，工業国という一面にとらわれることなく，本質的に森林国や農業国でもある日

本にとって非常に有用なエネルギー資源となり得る，という視点から考えてみたいと思います． 

 

 

 さて，「バイオマス」について考える前に日本における｢エネルギー｣の現状に関してある程度認識

しておくことは有効と考えます．日本の一次エネルギーの供給に関する推移データを表１に示します．

「一次エネルギー」という用語はわかり難いのですが，「エネルギーの源」となるものを示す言葉で，

例えば石油，石炭，天然ガス等の化石燃料，原子力で燃料として使うウラン，水力・太陽・地熱等の

自然エネルギー等の「自然界からの恵み」として人間が利用できるエネルギーのことを言います． 

 

日本における一次エネルギー自給率（カッコ内は原子力を国産エネルギー扱いとしない場合）は２

０％（４％）に過ぎません．諸外国の一次エネルギー自給率の一例としてアメリカ７３％（６４％），

フランス５１％（９％），イギリス１１７％（１０８％），ドイツ４０％（２７％）等の数値と比較す

ると，日本の自給率の低さはある意味で際立っています．  

 

 

 

 



表１ 日本の一次エネルギー供給の推移（％） 

 
 

1973 年度 1990 年度 2000 年度 
(速報値) 

一次エネルギー供給 
（原油換算百万ｋｌ） 414 526 604 

 構成比（％） 
石油 77 58 52 
石炭 15 17 18 
天然ガス 2 10 13 
原子力 1 9 12 
水力 4 4 3 
地熱 0 0.1 0.2 
新エネルギー等 1 1 1 

（出典：資源エネルギー庁ホームページ） 

 

表１の「一次エネルギー」として「バイオマスエネルギー」という記載はありませんが，「新エネ

ルギー等」の一つが「バイオマスエネルギー」ということになります．「バイオマスエネルギー」は，

国産の一次エネルギーという位置づけにあります． 

 

ところで，「新エネルギー」という用語は日本独自のものであり，海外で通用する用語ではありま

せん．海外では，一般に「再生可能エネルギー」“Renewable Energy（リニューワブル・エネルギー）”

と称されており太陽エネルギー，風力エネルギー，海洋エネルギー等が代表例です．すなわち「再生

可能エネルギー」は，「一度に利用できる量は限られているが，その限られた範囲内で利用すれば枯

渇しないエネルギー源」と理解することができます．日本の一次エネルギーの区分では，水力，地熱

や新エネルギー等が該当します．  

 

さて，「新エネルギー」ですが，「新エネルギー法（正式名称：新エネルギー利用等の促進に関する

特別措置法，略称：新エネ法）」において，以下に示すエネルギー源が具体的な「新エネルギー」と

して扱われています．ややこしいのですが，海外では「再生可能エネルギー」という位置づけにある

「地熱」や「一般水力」は「新エネルギー」ではなく，実用段階にある既存エネルギーとして扱われ

ています．すなわち，「新エネルギー」＝「再生可能エネルギー」ではありません．  

 

１）供給サイドの新エネルギー  

・太陽光発電 

・風力発電  

・太陽熱利用  

・温度差エネルギー  

・廃棄物発電  

・廃棄物熱利用 

・廃棄物燃料製造  

・バイオマス発電（＊）  



・バイオマス熱利用（＊）  

・バイオマス燃料製造（＊）  

・雪氷熱利用（＊）   

 

２）需要サイドの新エネルギー  

・クリーンエネルギー自動車  

・天然ガスコージェネレーション  

・燃料電池  

（＊）は，改正「新エネ法」（２００３年１月２５日公布・施行）により新たに追加．  

 

今回のテーマである｢バイオマス｣エネルギーは，改正「新エネ法」では供給サイドの新エネルギー

として位置づけられ，｢発電｣，｢熱利用｣，｢燃料製造｣に分類されています． 

 

 

｢バイオマス｣って何？ 

 

｢バイオマス｣って何？という疑問が沸きます．｢バイオ｣＋｢マス｣だから，何となく｢生物｣＋｢大量｣，

というような感じがします．ちなみに，改正｢新エネ法｣では，｢バイオマス｣を「動植物に由来する有

機物であってエネルギー源として利用することができるもの（原油，石油ガス，可燃性天然ガス及び

石炭並びにこれらから製造される製品を除く．）」と定義しています． 

 

｢バイオマス｣は，太陽，風力，水力などとともに，地球の自然環境の中で繰り返し得られるエネル

ギーであり，｢再生可能エネルギー｣の一つです．特に自然界で炭素を循環できる点は魅力的です．植

物は光合成を行うために二酸化炭素（ＣＯ２）を吸収します．逆に，植物からエネルギーを取り出す

過程でＣＯ２が排出されます．排出される炭素の源は大気中にあったＣＯ２が植物に固定化されたも

のと考えると，燃焼させた分だけ再度，植物を育成すれば大気中に排出されるＣＯ２量は増加しない

ことになります．この性質を「カーボンニュートラル（「ＣＯ２量の増減には中立」の意味）」と呼ん

でいます．このため，京都議定書で定められた先進各国の温室効果ガス削減目標上も、バイオマス由

来のＣＯ２は排出量としてカウントされません。 

 

このような特性をもつ「バイオマス」の将来性から，日本政府は、２００２年６月２５日に閣議決

定した「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００２」に、「バイオマス」の利活用を推進す

る計画を盛り込みました。そして、「化石資源使い捨てニッポン」から脱却し、持続可能な循環型社

会「バイオマス・ニッポン」への転身をビジョンとして明確にしました。 

 

２００２年７月３０日には経済産業省、文部科学省、農林水産省、国土交通省、環境省が共同で、

バイオマスの総合的な利活用（動植物、微生物、有機性廃棄物からエネルギー源や生分解素材、飼肥

料等の製品を得ること）に関する戦略（「バイオマス・ニッポン総合戦略」）を策定し，２００２年１

２月に閣議決定されました． 

 



  このような国レベルでの総合戦略を踏まえて，各省や各自治体を中心に様々なプロジェクトが立

ち上がっています．これらの今後の展開を期待している訳ですが，ここで，改めて何故今頃になって

バイオマスなのか，という問題の原点について考えておく必要があります．そこで，具体的な国内に

おける｢バイオマス｣資源の例，年間発生推定量と現在の利活用状況を示します． 

 

表２ バイオマスの種類ごとの年間発生量と利活用状況 

 
バイオマスの種類 年間発生量 利活用の状況 
家畜排せつ物 約９，１００万トン 約８０％をたい肥等として利用． 
食品廃棄物 約２，０００万トン 約９０％以上は焼却・埋立処理，残り１０％未満

がたい肥，飼料として利用． 
紙 約３，１００万トン 約半分がリサイクル，残り約１，４００万トンの

大半は焼却． 
製紙工場で発生する黒液 約１，４００万トン

（乾燥重量） 
ほとんどがエネルギー（直接燃料）として利用．

下水汚泥 約７，６００万トン 約４０％が埋立，残り約６０％は建設資材やたい

肥として利用． 
し尿汚泥 約３，２００万トン 大半が焼却・埋立． 
木質系廃材・未利用材 約６１０万トン ほとんどが再生利用． 
間伐材・被害材を含む林地残材 約３９０万トン ほとんどは未利用． 
建設発生木材 約４８０万トン 約６０％が未利用で，残り４０％は原材料（製紙

原料，ボード材料，家畜敷料等）とエネルギー（直

接燃焼）利用． 
農作物非食用部 約１，３００万トン 約３０％はたい肥，飼料，畜舎敷料等として利用，

その他は大半が低利用． 

 

（出典：「バイオマス・ニッポン総合戦略」２００２年１２月） 

 

 

表２からわかるとおり，日本では，バイオマスの大部分を焼却や埋立で処理してきました．バイオ

マスに限らず，これまで一般廃棄物，すなわち家庭からのごみはどのように処理されていたのか，と

いうことを振り返る必要があります． 

 

表３ 欧米日における一般廃棄物の焼却実施状況比較． 

 
 日本 米国 カナダ デンマーク ドイツ オランダ スウェーデン 

発生量 
（百万トン） 50.2(*1) 207 23.2 2.3 43.5 12.0 3.2 

焼却量 
（百万トン） 37.3(*1) 32.9 1.2 2.0 11.0 2.8 1.7 

焼却率 
（％） 

74(*1) 
75(*2) 16 5 23 25 23 55 

焼却施設数 1841(*3) 148 17 31 53 11 21 
統計年 (*1)1992 

(*2)1997 
(*3)1991 

1993 1992 1993 1993 1993 1991 

 

（出所：神力達夫著，活かそう生ごみ－生物系資源活用のビジョンと具体策－， 

日報出版株式会社，２００３年１０月１日発行，ｐ．１３） 



日本は，これまで廃棄物処理と言えばとにかく｢焼却｣処理に偏りがちでした．｢焼却率｣の高さは世

界的に見ると，極めて特異な存在です．弊害としてダイオキシン発生等も大きな問題となっています．

ところで，「焼却」以外の選択肢としては｢埋立｣がありますが，既に処分場の確保が年々困難になっ

ている状況を踏まえば，残された方法は発生量の「削減（リデュース）」か，「リユース」，｢リサイク

ル｣しかありません．その一例が，「バイオマス」を「廃棄物」ではなく「資源」としての「バイオマ

ス」利活用です． 

 

まず，バイオマスを「エネルギー資源」と捉えて考えてみましょう．国内における年間当たりのバ

イオマス資源を合計し，エネルギー量に換算すると約１，３００ＰＪ（ペタジュール）になると見積

もられています（出所：バイオマス・ニッポン総合戦略）．これを原油に換算すると約３，５００万

キロリットルとなります．表１に示した日本の一次エネルギー原油換算供給量は約６０，４００万キ

ロリットルですから，国産バイオマスをできるだけ有効活用することで一次エネルギー供給の約５％

を賄うことができる可能性があります．この数値を『たった』５％と感じるか，逆に５％『も』と感

じるかは人それぞれと思います． 

 

一次エネルギー供給可能量として５％は少ないという印象かもしれませんが，「廃棄物」を新たな

エネルギー「資源」に変えることができれば，回収できるエネルギーのみならず，焼却や埋立処分の

削減等の大きな効果が期待できます．ＣＯ２排出削減にも大きく寄与できます．「新エネルギー」全

体での一次エネルギーに占める比率が１％前後という現状を考えれば，とにかく使えるものは何でも

活用する，という考えが大切です．そこで，実際の「バイオマス」の利活用法について考えてみまし

ょう． 

 
 

 
｢バイオマス｣の利活用 

 

｢バイオマス｣は一般に，含水系，乾燥系とそれ以外に分類されており，それぞれの特定に応じた利

活用方法が提案されています．これらの利活用方法としては，「マテリアル利用」と「エネルギー利

用」に大別されます．この中の「マテリアル利用」の具体例を以下に示します． 

 

（1）飼料化，たい肥化 

（2）ボード化による再生利用 

（3）炭化による再生利用 

 

｢飼料化｣の例としては，残飯のような家庭生ごみ等をそのまま，ペットや家畜の餌として活用する

方法があります．しかし，実際には最近のペットの食事は人間以上に贅沢ですし，家畜の餌として用

いると言っても，様々な衛生管理上の課題もあり容易ではありません．しかし，素材として活用でき

る点から，理想的な利用法とも言えます．北海道札幌市や山形県鶴岡市等に導入例があります． 

「たい肥化」は，「コンポスト」化とも呼ばれ，家庭用生ごみ処理等への導入も進められ，馴染み

のある方法です．しかし，大量に処理する際には，たい肥化された肥料の用途確保も不可欠であり，



決して万能な方法ではありません． 

 

「ボード化」は，その名が示すように廃木材を粉体等として，それを加圧成型して種々の複合材と

しての「ボード」を製造する方法です．木材の特性をそのまま生かす用途として有望と考えることが

できます． 

 

「炭化」は，バイオマスを酸素のほとんどない状態で熱分解，すなわち蒸し焼きすることで「炭」

を製造する方法です．もちろん，得られる「炭」は材料により異なりますので，用途は素材に応じて

検討する必要がありますが，脱臭剤，ろ過材，土壌改良材としての応用も期待されます．富山県富山

市や鹿児島県屋久町に導入例があります． 

 

「マテリアル利用」は，「バイオマス」をできるだけ，素材としての特性を生かして活用しようと

する方法でした．しかし，「素材」としてそのまま利用できない場合，「エネルギー源」として活用す

る「エネルギー利用」を行うことになります．先述の「炭化」の場合でも燃料用「炭」として活用す

る場合には，この「エネルギー利用」のための変換ということになります． 

 

 

さて，「エネルギー」としての利活用ですが，これも決して単純ではありません．素材となる「バ

イオマス」の特性により，適用される方法も様々です．特に，対象物の生物化学変換性と，対象物に

含まれる水分量が利用法と大きく関連します． 

 

「エネルギー利用」の方法は種々の視点から捉えることができるため，分類するのも容易ではあり

ませんが，あえて分類すると，焼却処理等として最も身近な「燃焼」，微生物発酵という「生物化学

的」反応を利用するメタン化やエタノール化，「熱化学的」反応を利用するガス化やエステル化があ

ります．これらの技術の詳細は，バイオマス関連の書籍やインターネット検索で多くの情報を入手す

ることができます．ここでは，一例として燃焼，メタン化，エタノール化，ガス化，エステル化につ

いて簡単に紹介します． 

 

「燃焼」は，燃料として用いる「バイオマス」の直接燃焼，混焼，固体燃料化等に分類できます．

いずれの方法でも，「エネルギー利用」としては，｢燃焼｣処理を行った際に生じた熱を直接利用した

り，この熱を用いてボイラーで蒸気を発生させ，蒸気タービンで電気を得たりします．酸素共存下で

の熱化学反応であることや，エネルギー効率面での制約が課題となりますが，技術的に実証された方

法であり，積極的な活用が期待されています．秋田県能代市，宮城県石巻市，岩手県葛巻町に木質系

燃料を用いた導入例があります． 

 

「メタン化」は，バイオマスから，燃料となるメタンガス（ＣＨ４）を取り出す技術の一つで，嫌

気性菌によるメタン発酵を利用した「含水率」の高いバイオマスに対する処理法と位置づけることが

できます．最近は，｢バイオガス化｣という名称で呼ばれています．「嫌気性」発酵というのは，その

名のごとく空気のあまりない条件下で行う「発酵」です．具体的には「湿式」や「乾式」等の種々の

方法が提案されています．北海道滝川市，宮城県白石市，新潟県上越市や津川市等に主に生ごみを対



象とした「メタン化」導入例が，また北海道別海市，京都府八木町に家畜糞尿を対象とした「メタン

化」導入例があります． 

 

｢エタノール化｣としては，バイオマスを原料とする燃料用アルコール（バイオマスエタノール）の

製造があります．バイオマスエタノール製造は海外ではアメリカ，ブラジルで実用化されていますが，

今のところ国内ではあまり注目されていません．食料用の農作物でさえ自給が十分ではない状況で燃

料用の植物を栽培することは無理との観念が根強いのかもしれません．実際，燃料用アルコールの利

用は広い国土を有し、大規模な植物栽培が可能であるアメリカ，ブラジルでさえ，コスト面では不利

なため税制優遇など政策措置が取られています．日本でも燃料用アルコールを実用化することになっ

た場合には，広範囲な政策的支援が不可欠なようです．  

 

ところで，バイオマスエタノール原料としてはブラジルではサトウキビ，アメリカではトウモロコ

シデンプンが利用されています．アメリカの場合，これらの大部分はＥ１０燃料（エタノール１０％

／ガソリン９０％混合燃料）として一般自動車用燃料として使用されています．一方，よりエタノー

ル含有量が高いＥ８５燃料（エタノール８５％）が使用できるのがＦＦＶ（Flexible-Fuel-Vehicle）

と呼ばれている自動車で，ガソリンやエタノール等の種々の燃料に対応できる車と位置づけることが

できます．アメリカにおけるＦＦＶ車の普及台数は２０００年で７５万台程度です．ちなみにＥ１０

は一般車で利用できますが，Ｅ８５を利用するためにはエンジン仕様の変更が必要となっています．

アメリカではこの費用（１台あたり３００＄／台）はメーカーで吸収され一般車価格で購入できるよ

うです． 

 

次に，最近注目されている技術として｢ガス化｣について考えてみたいと思います．「バクテリア」

ではなく「熱化学反応」を利用した「ガス化」は，木質系廃棄物等を対象とした「燃焼」処理の代替

技術と位置づけることができます．無酸素あるいは低酸素濃度条件で「バイオマス」を熱分解し，メ

タン，水素，一酸化炭素等を生成させ，これらをガスエンジンに導入し，直接発電を行う技術です．

酸素濃度の非常に低い条件での熱分解反応が中心であるため，ダイオキシン生成を回避できることや，

ガス化生成物を直接エンジン内で燃料させることで，既存バイオマス発電の中心技術である｢燃焼｣

と｢ボイラー｣を組合せた既存技術と比較してエネルギー効率面で有利，等の利点があります．ヨーロ

ッパでは，原則として廃棄物「焼却（燃焼）処理」が困難な状況にあることから「ガス化」技術が徐々

に活用され始めています．日本でも国産技術の開発が行われるとともに，海外技術の導入等が行われ

ており，今後，これらの技術を用いたプラントが国内に建設されることが期待されます． 

 

また，｢ガス化｣により得られた｢メタン｣を改質することで｢水素｣を製造することも可能であり，将

来の「新エネルギー媒体」である「水素」供給技術として期待できます．ここで，「水素」を「新エ

ネルギー媒体」と呼んだのは，太陽エネルギー等の再生可能エネルギーを用いて直接「水」からの水

素製造が可能となれば「新エネルギー源」と呼べますが，化石燃料を原料あるいは変換エネルギーに

用いて製造した水素は「新エネルギー源」ではなく，既存エネルギー資源の「転換」による「新エネ

ルギー媒体」としての新しい「エネルギー貯蔵」様式と捉える必要があると考えます．ちなみに再生

可能なエネルギー資源である「バイオマス」を原料として製造した「水素」は，「新エネルギー媒体」

であるとともに「新エネルギー源」と捉えることができると考えます． 



 

「エステル化」としては，バイオディーゼル燃料（ＢＤＦ）の製造があります．「エステル化」は

あまり馴染みのない用語ですが，原料となる油脂にアルコール等を混ぜて反応させ，粘性や引火点の

低い物質（エステル）を得て，ディーゼルエンジン用の軽油代替燃料として活用しようという手法で

す．ちなみにディーゼルエンジンは，吸入行程でシリンダー内に空気を吸入し，高温・高圧に圧縮し

てノズルから燃料を噴射し，自己着火によって爆発させるタイプのエンジンで，ガソリンエンジンの

ようなプラグによる点火は必要ありません．ＢＤＦは，石油から製造する通常のディーゼル燃料（軽

油）とは異なり，バイオ原料を用いた再生可能な燃料です．原料としては植物性あるいは動物性油脂

を用いることができ，廃食用油等を原料とすることで，これらの廃油による環境汚染も抑制できるこ

とも期待されています．また，ＢＤＦは石油起源ではないため，硫黄分を含まず，排出されるガスは

硫黄酸化物（ＳＯＸ）を伴うことがなく，また浮遊粒子状物質の排出も低減できます．滋賀県愛東市

や京都府京都市に廃食用油ＢＤＦ実証プラントの導入例があります． 

 

 

バイオマスエネルギーへの期待 

 

バイオマス産業社会ネットワークのホームページには，全世界で光合成によって植物細胞の総量は

年間１，０００～１，５００ 億トンで、これらから生産できるエネルギー総量は、現在世界で消費

されているエネルギーの総量のおよそ１０倍に相当すると記載されています．実際の利用となると

様々な制約を受けますが，量的にも決して小さいものではありません．現時点でも「バイオマス」は，

世界の一次エネルギーの約１２％（大部分は開発途上国）を占め，石油､石炭､天然ガスに次ぐ量とな

っています． 

 

｢バイオマス｣は資源循環という観点から非常に理想的なものです．日本では再生可能エネルギー関

連の研究開発予算としては｢太陽光発電｣と｢地熱｣の比重が大きく，続いて｢風力｣，｢バイオマス｣の順

となっており，「バイオマス」に対してもかなりの投資がなされています．また，自治体を始めとし

て種々のバイオマス利活用の取り組みが積極的に行われており，種々の実証プラントが建設，運転さ

れています．「バイオマスエネルギー」の利活用に際しては技術的な課題も決して少なくありません

が，これらの課題を乗り越え，今後，より一層の展開を期待したいと思います． 

 

 

 

以上 


